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令和２年第１回加須市議会臨時会提出議案の概要 

                        招集日 令和２年５月２１日（木） 

 

１ 提出議案件数 

    専決関係             １０ 件 

    予算関係              ２ 件        計 １２ 件 

 ..................................................................................  

２ 個別議案の概要 

 ..................................................................................  

 第５３号議案  専決処分の承認を求めることについて 

 (1) 趣 旨   地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）の施行に伴い、

加須市税条例等の一部を改正することについて専決処分を行ったこと。 

         （専決第４号 令和２年３月３１日専決処分） 

 (2) 件 名  ア 加須市税条例の一部改正（第１条による改正） 

        イ 加須市税条例の一部を改正する条例（令和元年加須市条例第４号）の一

部改正（第２条による改正） 

 (3) 内 容  【第１条による改正】 

ア 個人の市民税について、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族

等申告書の単身児童扶養者に該当する場合の記載を不要とすること。 

イ 次のとおり固定資産税について改めること。 

（ア） 水質汚濁防止法に規定する特定施設に係る固定資産税の課税標

準をその価格の２分の１（改正前は３分の１）とすること。 

（イ） 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

措置法に規定する一定の発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例

措置について、水力発電設備のうち出力が５，０００キロワット以上の

ものに係る固定資産税の課税標準をその価格の４分の３（改正前は３

分の２）とすること。 

（ウ） 都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者が認定誘導事業

により新たに取得した一定の公共施設等の用に供する家屋及び償却資

産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止すること。 

（エ） 令和２年４月１日から令和５年３月３１日までの間に水防法の

規定により指定された浸水被害軽減地区内にある土地について、固定

資産税の課税標準を浸水被害軽減地区として指定された日から３年度

間はその価格の３分の２とすること。 

ウ 条文中に引用する地方税法等の条項ずれに伴う規定の整備をすること。 

エ その他規定の整備をすること。 

オ 令和２年４月１日から施行すること。 

カ その他この条例の施行に必要な経過措置を設けること。 
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【第２条による改正】 

ア 個人の市民税について、単身児童扶養者を非課税措置の対象に加える

改正規定を削ること。 

イ 令和２年４月１日から施行すること。 

 ..................................................................................  

 第５４号議案  専決処分の承認を求めることについて 

 (1) 趣 旨   地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）の施行に伴い、

加須市都市計画税条例の一部を改正することについて専決処分を行ったこ

と。 

         （専決第５号 令和２年３月３１日専決処分） 

 (2) 内 容  ア 都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者が認定誘導事業により

新たに取得した一定の公共施設等の用に供する家屋に係る都市計画税の

課税標準の特例措置を廃止すること。 

イ 条文中に引用する地方税法の項ずれに伴う規定の整備をすること。 

ウ その他規定の整備をすること。 

エ 令和２年４月１日から施行すること。 

オ その他この条例の施行に必要な経過措置を設けること。 

 ..................................................................................  

 第５５号議案  専決処分の承認を求めることについて 

 (1) 趣 旨   地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、加須市国民健康保

険税条例の一部を改正することについて専決処分を行ったこと。 

         （専決第６号 令和２年３月３１日専決処分） 

 (2) 内 容  ア 低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するため、

世帯の軽減判定所得について、被保険者数に乗ずべき金額を次のとおり

引き上げること。 

区 分 改定前 改定後 

５割軽減世帯 ２８万円 ２８万５，０００円 

２割軽減世帯 ５１万円 ５２万円 

イ 令和２年４月１日から施行すること。 

ウ その他この条例の施行に必要な経過措置を設けること。 

 ..................................................................................  

 第５６号議案  専決処分の承認を求めることについて 

 (1) 趣 旨   介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一

部を改正する政令の施行に伴い、加須市介護保険条例の一部を改正するこ

とについて専決処分を行ったこと。 

（専決第７号 令和２年３月３１日専決処分） 

 (2) 内 容  ア 令和２年度における第１号被保険者のうち低所得者（第１段階から第 

３段階まで）の保険料の減額賦課に係る保険料率を次のとおり改めるこ 

と。 
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区  分 令和元年度 令和２年度 

第１段階 ２５，３８０円 ２０，３００円 

第２段階 ４０，６００円 ３３，８４０円 

第３段階 ４９，０６０円 ４７，３７０円 

イ その他規定の整備をすること。 

ウ 令和２年４月１日から施行すること。 

エ その他この条例の施行に必要な経過措置を設けること。 

 ..................................................................................  

 第５７号議案  専決処分の承認を求めることについて 

 (1) 趣 旨   地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）の施行に伴い、

加須市税条例の一部を改正することについて専決処分を行ったこと。 

         （専決第９号 令和２年４月３０日専決処分） 

 (2) 内 容  【第１条による改正】 

ア 新型コロナウイルス感染症等の影響下で生産性向上特別措置法に規定

する認定先端設備等導入計画に従って新規に取得された先端設備等に該

当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準について、新たに

固定資産税が課されることとなった年度から３年度分に限りその価格を

零とすること。 

イ 軽自動車税の環境性能割が非課税又は税率の軽減の対象となる自家用

の３輪以上の軽自動車の取得期間を次のとおり改めること。 

改正前 改正後 

令和元年１０月１日から令和２

年９月３０日まで 

令和元年１０月１日から令和３

年３月３１日まで 

ウ 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の申請書の提出があった

場合において、記載に不備があるとき、又は申請書に添付すべき書類にお

ける記載に不備があるとき、若しくはその提出がないときは、当該申請書

を提出した者が訂正に関する通知を受けた日から２０日以内に当該申請

書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をすることを義務

付けること。 

エ 地方税法において、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の

ための措置の影響により収入が一定割合以上減少した中小事業者等に係

る事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置が

新設されたことに伴う規定の整備をすること。 

オ 条文中に引用する地方税法の条ずれに伴う規定の整備をすること。 

カ 公布の日から施行すること。 

【第２条による改正】 

ア 新型コロナウイルス感染症等により中止若しくは延期又は規模の縮小

をした指定行事の入場料金等の払戻しを請求する権利を放棄した者に係

る市民税における寄附金税額控除の特例に関する規定を設けること。 
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イ 新型コロナウイルス感染症等の影響により新築住宅等への入居が令和

２年１２月３１日より遅れた場合でも、令和３年１２月３１日までに入

居すれば、住宅借入金等特別税額控除の控除期間を１３年間とする特例

措置の適用を受けられるようにすること。 

ウ 条文中に引用する地方税法の条ずれに伴う規定の整備をすること。 

エ 令和３年１月１日から施行すること。 

 ..................................................................................  

 第５８号議案  専決処分の承認を求めることについて 

 (1) 趣 旨   地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）の施行に伴い、

加須市都市計画税条例の一部を改正することについて専決処分を行ったこ

と。 

         （専決第１０号 令和２年４月３０日専決処分） 

 (2) 内 容  【第１条による改正】 

ア 地方税法において、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の

ための措置の影響により収入が一定割合以上減少した中小事業者等に係

る事業用家屋に対する都市計画税の課税標準の特例措置が新設されたこ

とに伴う規定の整備をすること。 

イ 公布の日から施行すること。 

【第２条による改正】 

ア 条文中に引用する地方税法の条ずれに伴う規定の整備をすること。 

イ 令和３年１月１日から施行すること。 

 ..................................................................................  

第５９号議案  専決処分の承認を求めることについて 

 (1) 趣 旨   新型コロナウイルス感染症緊急経済対策及び台風被害防止に対応するた

めの補正予算を緊急に編成する必要が生じ、令和２年５月１日に令和２年

度加須市一般会計補正予算（第１号）について専決処分を行ったこと。 

         （専決第１１号 令和２年５月１日専決処分） 

 (2) 件 名      令和２年度加須市一般会計補正予算（第１号）について 

 (3) 補正予算額                     １１，５７７，８６８千円 

 (4) 補正後予算額                    ４９，５９６，８６８千円 

 (5) 補正予算の主な内容 

（歳入） 

ア 国庫支出金                    １１，５４９，０００千円 

イ 繰入金                          ２６，０８８千円 

ウ 繰越金                           ２，７８０千円 

（歳出） 

ア 議会運営事業                           ２１千円 

  イ 特別定額給付金事業                １１，４００，５８４千円 

  ウ 障がい者福祉管理事業                    １，６９４千円 
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  エ 高齢者福祉管理事業                     ７，８２１千円 

  オ 民間保育所助成事業                       ４７６千円 

カ 公立放課後児童健全育成事業                 １，２７３千円 

キ 民間放課後児童健全育成事業                 １，００４千円 

  ク 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業          １４４，５６０千円 

  ケ 公立保育所管理運営事業                     １７８千円 

  コ 生活保護管理事業                         ２３千円 

  サ 新型インフルエンザ等予防対策事業              ３，６７４千円 

  シ ごみ収集事業                          ９９０千円 

  ス 学力アップ事業                       ５，４６４千円 

  セ 小学校管理運営事業                     １，９０２千円 

  ソ 小学校健康推進事業                     ５，８９５千円 

  タ 中学校管理運営事業                       ８７８千円 

  チ 中学校健康推進事業                     １，０４４千円 

  ツ 公立幼稚園管理運営事業                     ３８７千円 

 ..................................................................................  

第６０号議案  専決処分の承認を求めることについて 

 (1) 趣 旨   新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支

給に要する補正予算を緊急に編成する必要が生じ、令和２年５月１日に令

和２年度加須市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について専決

処分を行ったこと。 

         （専決第１２号 令和２年５月１日専決処分） 

 (2) 件 名   令和２年度加須市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

(3) 補正予算額 ５４４千円 

(4) 補正後予算額 １２，３７４，２４４千円 

  (5) 補正予算の主な内容 

  （歳入） 

ア  県支出金                            ５４４千円                 

（歳出） 

ア 傷病手当金支給事業                       ５４４千円 

 ..................................................................................  

 第６１号議案  専決処分の承認を求めることについて 

 (1) 趣 旨   新型コロナウイルス感染症の拡大を防止することを目的として、特例的

かつ時限的に当該感染症に感染した被保険者等に傷病手当金を支給する制

度を創設し、もって生活支援につなげるため、加須市国民健康保険条例の一

部を改正することについて専決処分を行ったこと。 

         （専決第１３号 令和２年５月１日専決処分） 

 (2) 内 容  ア 国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は

発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われ、労務に
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服することができないときは、その労務に服することができなくなった

日から起算して３日を経過した日から労務に服することができない期間

のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給す

ること。 

イ 傷病手当金の支給額を、１日につき直近の継続した３箇月間の給与等

の収入の合計額を就労日数で除して得た額の３分の２とすること。 

ウ 傷病手当金の支給期間を最長で１年６箇月とすること。 

エ その他傷病手当金の支給に必要な規定を設けること。 

オ 公布の日から施行し、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１

日から規則で定める日（令和２年９月３０日）までの間に属する場合に適

用すること。 

 ..................................................................................  

 第６２号議案  専決処分の承認を求めることについて 

 (1) 趣 旨   埼玉県後期高齢者医療広域連合が新型コロナウイルス感染症に感染した

被保険者等に傷病手当金を支給するため、埼玉県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例が施行されたことに伴

い、加須市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正することについて専

決処分を行ったこと。 

         （専決第１４号 令和２年５月１日専決処分） 

 (2) 内 容  ア 市において行う保険料徴収等に係る事務として、傷病手当金の支給に 

係る申請書の提出の受付を加えること。 

イ 公布の日から施行すること。 

 ..................................................................................  

 第６３号議案  令和２年度加須市一般会計補正予算（第２号） 

 (1) 今回補正予算額 １，２２８，３２４千円 

 (2) 補正後予算額 ５０，８２５，１９２千円 

 (3) 補正予算の主な内容 

（歳入） 

ア 国庫支出金  ５８１，０５４千円 

イ 繰入金                         ▲１８，４８２千円 

ウ 繰越金                         ６６５，７５２千円 

（歳出） 

ア ホームページ・ＳＮＳ活用事業 １，４９６千円 

イ 庁舎維持管理事業 ７８６千円 

ウ 生活困窮者住居確保給付事業 ７，９２０千円 

エ 障がい者福祉管理事業                       ９９千円 

オ 高齢者福祉管理事業                     ３，１０５千円 

カ 介護保険事業特別会計繰出事業                ３，１９０千円 

キ 子育て世帯へのちょこっとおたすけ絆サポート券配布事業 １８２，６６４千円 
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ク 新型インフルエンザ等予防対策事業              １，０５０千円 

ケ がんばる事業所応援事業                 １０２，１６３千円 

コ かぞエール飯事業                     １６，０４８千円 

サ 学校ＩＣＴ教育活用事業                 ９０９，８０３千円 

 ..................................................................................  

 第６４号議案  令和２年度加須市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

(1) 今回補正予算額 ９，５７０千円 

(2) 補正後予算額 ９，４６６，５７０千円 

(3) 補正予算の主な内容 

  （歳入） 

   ア 国庫支出金                         ６，３８０千円 

イ 繰入金 ３，１９０千円 

 (歳出) 

ア 元気はつらつ介護予防事業 ９，５７０千円 

 ..................................................................................  


